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要約

本研究の対象は、近年、公営墓地の需給が逼迫している地方都市である群馬県前橋市とする。本研究の目的は、墓地立

地の把握方法について提案し実行すること、墓地立地特性と市民取得意向の関係から自治体の墓地政策の課題を明らか

にすることである。墓地立地に関する統計情報は存在しないが、墓地・埋葬行政を検討する際に重要な情報となる。まず、

墓地台帳を基本とし、地理院地図、Google マップで得られた墓地の位置を追加する方法を設定した。その方法に基づき

墓地現地調査を実施し、前橋駅周辺、市街化区域・用途地域に立地するとともに、郊外部に立地していることがわかった。

市民を対象とした墓地に関するアンケート調査によると、墳墓取得希望世帯は、市営墓地や郊外の墓地を取得すること

を希望しているため、今後も持続可能な市営霊園の提供が必要である。また、墳墓取得を希望する世帯は、墓参の交通

手段として公共交通や徒歩・自転車を希望している世帯も存在するため、自動車以外の移動手段の検討が必要である。
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1.  はじめに

1.1  研究の背景

　我が国は、有史以来の少子・高齢社会を迎えており、

国立社会保障・人口問題研究所の平成 29 年推計（2017）
によると、出生数は減少を続け（出生中位）、死亡数は

2040 年にピークを迎えた後に減少するとされている（死

亡中位）。また、独居や小規模世帯の増加、生涯未婚化が

予想されている。

　墓地に関しては、樹林墓地等の新しい形式の墓地、個

人墓・夫婦墓、手元供養、散骨への関心の高まり、墓地

の返還や無縁墓地の増加がみられる。高度経済成長期に

ニュータウンが開発されたように、墓地は終の棲家とし

てのニュータウンであり重要な都市の施設であると考え

られる。しかし、墓地立地に関する統計情報は存在しない。

　大都市においては、1990 年代に公営墓地の需給逼迫が

顕在化し、その後、地方都市の公営墓地において需給逼

迫の時期を迎えている。

　以上より、本研究においては、大きな社会状況変化を

迎える時期において、墓地は土地利用を検討する際に考

慮すべき施設と捉え、墓地立地に着目することとした。

なお、「墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年 5 月 31 日

法律第 48 号、以下墓埋法と称す）」によると、「墳墓」は

死体を埋葬し、又は遺骨を埋蔵する施設、「墓地」は墳墓

を設けるための区域であり、本研究においては墓地の立

地を対象とする。

1.2  研究の目的

　研究の背景を受け、地方都市を対象に墓地立地の把握

方法について提案し実行すること、墓地立地特性と市民

取得意向の関係から自治体の墓地政策の課題を明らかに

することを本研究の目的とする。本研究における墓地立

地とは、土地利用を検討する際の基礎情報となると考え

られる墓地の位置、面積とする。なお、本研究においては、

墓地の取得意向として、墳墓の需要量については扱わず、

市民の墓地立地に関する意向を扱うこととする。

　この墓地立地については、固定資産台帳の土地課税台

帳に記載された内容で把握可能である。地目の 1 つに墓

埋法による「墓地」が定められている。しかし、固定資

産台帳は、固定資産の状況や固定資産税等の税額を計算

する基礎となる固定資産の価格を明らかにするために作

成されているため、特定の資産について閲覧はできるも

のの、統計情報のように都市全体について利用すること

はできない。そのため、本研究においては別の方法を検

討する。

1.3  既存研究レビューと本研究の位置づけ

　墓地の立地に関する既存研究は、古いものでは、池

（1926）の研究があり、冒頭において「生ける者の住所を

定める住宅問題と共に死せる者の住所なる墓地問題も亦

同時に解決せねばならぬ重要なる造園上の近代的問題で

ある」とし、人口急増時代における墓地問題の重要性を

述べている。また、近世墓地の立地に関しては、「墓地計

画に就いて第一に考える問題は位置」であり、都市との
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距離は「最大限一時間行程を望ましいと思ふ」とし、当

時から墓地立地の重要性を述べている。

　近年においては、槇村（1992）が、1920 年に竣成した

多磨墓地をはじめとする公園墓地が、都市の膨張により

郊外に整備されていった経緯を分析している。青木・横

田・大佛（1995a）は、公営墓地の需給が逼迫してきた社

会状況を受け、神奈川県全域を対象に墓地（墳墓）の需

要特性の空間分布を分析している。2000 年代に入り、高

橋ら（2007）は、京都における墓地とその周辺環境を対

象とし、その立地（分布）と市街地の変遷を明らかにし

ている。墓地の立地については、1889 年は仮製地形図（参

謀本部陸軍部測量局発行）、1952 年は都市計画基本図（都

市計画京都地方委員会発行）、その後は住宅地図（ゼンリ

ン発行）等の地図を用い情報を収集している。築田・木

下（2014）は、千里ニュータウン等の計画都市を対象に、

墓地と宗教施設の立地について分析している。浦川（2014）
は、全国の市および特別区に対するアンケート調査より、

公営墓地の整備状況について報告している。

　一方、墳墓の需要量に関する研究としては、青木ら

（1995b）が、神奈川県の「墓地に関わる県民意識調査」

のデータを用い、墳墓取得の必要性、墓地の運営形態等

などの墳墓需要の特性を明らかにしている。また、青木

ら（1995c）は、従来の必要墳墓数の算定方式を見直し、

世帯特性と取得希望状況の組み合わせを樹形図状に分

類し、墓地需要を推計する方法を提案している。金岡ら

（1997）は、東京都を対象に、コーホート分析により墳墓

を必要とする世帯数を推計している。

　公営墓地の計画・整備に関連する自治体の調査事例み

ると、東京都（1995）では、「都市型墓地に関する意識調査」

を行い、都民の墓地需要、集合墓地等に関する意識を把

握している。横浜市（2010）では、「横浜市墓地に関する

市民意識調査」を行い、横浜市が整備すべき墓地の規模、

墓地形式等を報告している。さいたま市（2015）では、「さ

いたま市墓地に関する市民意識調査」を行い、新しい墓

地形式のニーズを把握している。

　このように、近年は、新しい形式の墓地に関する調査

がみられるようになってきた。森田・塚田（2017）は、

群馬県前橋市を対象に、社会状況変化を受け樹林型墓地

等の新しい形式の墓地を含めた需要把握について検討し

ている。また、塚田・森田（2019）は、前橋市を研究対

象とし、「お墓参りや法事のしやすさ」が生活質評価に及

ぼす影響を分析している。上田（2019）は、北海道の市

町村を対象としたアンケート調査より、公営墓地の整備

状況と墓地・埋葬行政の現状と課題を明らかにしている。

　以上より、墓地立地は都市政策において重要性があり、

人口や市街化の動向、墓地に対する市民意向との関係に

おいて検討すべき課題であることがわかる。既存研究の

墓地立地に着目した研究として、多磨墓地やニュータウ

ンの墓地等の特定の墓地に関する研究（槇村， 1992；築田・

木下， 2014）、地図による情報収集による研究（高橋他， 
2007）、墓地を公営墓地に限定したアンケート調査による

研究（浦川， 2014）がみられる。これら研究に対し、本研

究では、市域全体の墓地立地の把握方法に着目する。また、

墳墓の需要量については、青木らの研究（1995a; 1995b）
等があり、自治体においても調査（東京都， 1995；横浜市， 
2010）等が実施されているため、本研究においては扱わ

ない。一方で、墓地の運営形態・立地・交通手段、近年

需要が一定量存在することが明らかになっている新しい

墳墓の形式（森田・塚田， 2017）に関する市民意向につい

て本研究において扱うものとする。

1.4  墓地・埋葬行政の動向

　近年の墓地・埋葬行政の動向を整理する。地方分権の

流れの中で、2000 年に「条例による事務処理の特例制度

（地方自治法第 252 条の 17 の 2）」が創設され、墓地・埋

葬行政に関しても都道府県の事務が市町村に移譲された。

2011 年には「地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が

成立するとともに墓埋法が一部改正され、墓地、納骨堂

及び火葬場の経営の許可、許可の取消その他の監督権限

が、都道府県知事から市長及び特別区の区長へ移譲され

た。これにより、市と特別区は墓地・埋葬行政を主体的

に担うこととなったが、その基礎となる墓地立地の情報

を得られておらず、手探りでの出発であった。2000 年以

降の既存研究の一部は、この状況を受けた研究であると

考えられる。

2.  墓地立地の把握方法の検討

2.1  研究対象

　本研究の研究対象は、近年、公営墓地の需給が逼迫し

ている地方都市とする。群馬県前橋市の市営墓地は、嶺

公園墓地、亀泉霊園、丸山墓地の 3 つである。亀泉霊園

と込皆戸丸山霊園は使用の募集しておらず、最も大規模

な嶺公園墓地（約 1 万区画）のみ募集を受け付けている。

嶺公園墓地は 1980 年に供用が開始され、2023 年頃には新

たに募集する区画がなくなる見通しである。前橋市では、

墓地需要について墓地使用の応募状況から経験的に把握

をせざるを得ない状況である。

　また、2016 年に前橋市内に民間の自然葬の散骨場が開

業するなど、新しい形式の墓地への関心が高まっている

と想定された。そのため、前橋市では、東京都の小平霊園、

千葉県の浦安市墓園公園等に整備されている樹林墓地等

の新しい形式の墓地の需要について検討をしたが（森田・

塚田， 2017）、その際に市営墓地以外の法人墓地等の供給

状況を把握できていなかった。

　本研究においては、地方都市である前橋市を対象に、

法人墓地、法人墓地、共同・個人墓地を含む墓地立地（位

置、面積）を把握することとする。

2.2  墓地立地の把握方法

　墓埋法の改正による状況変化に基づき、利用可能な情

報・データを探りながら、墓地立地の把握方法を検討した。

本研究で検討した墓地立地の調査フローを図 1 に示した。

これは、現状の墓地立地を把握しようとするものであり、
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調査結果は墓地政策の検討の基礎情報となる。

　墓埋法改正により、「墓地、火葬場等の許可等」の権限は、

市長及び特別区の区長へ移譲された。「前橋市墓地、埋葬

等に関する法律施行細則」によると、「墓地、納骨堂又は

火葬場（以下「墓地等」という。）の経営の許可を受けよ

うとする者は、墓地等経営許可申請書に次に掲げる書類

を添付し、市長に提出しなければならない。」とされてい

る。したがって、墓埋法による墓地設置許可（経営許可、

変更、廃止）の状況は前橋市が把握している。申請時に

提出する経営計画書に記す項目は表 1 のとおりである。

この情報が入手できれば、本研究における墓地立地（位

置、面積）が把握できる。ただし、墓埋法の施行以前の

情報については十分得られない可能性がある。墓埋法施

行の以前については、「この法律施行の際現に従前の命令

の規定により都道府県知事の許可をうけて墓地、納骨堂

又は火葬場を経営している者は、この法律の規定により、

それぞれ、その許可をうけたものとみなす。」とされ、「み

なし墓地」と称される。また、自宅等の敷地内に設置さ

れた個人墓地、集落内に設置された共同墓地は、墓埋法

の許可を得ていないならば「無許可墓地」となる。

　「墓地、火葬場等の許可等」を得た墓地の一覧を「墓地

台帳」と呼称することとし、墓地台帳を補完する情報を

探る。まず、全国で同等に入手できる国土地理院の「地

理院地図」（無償提供）を用いることを検討する。地理院

地図で地図記号「墓地」「寺院」を抽出し、座標により

位置を把握する。しかし、地理院地図では面積を把握で

きないため、別途、現地調査等が必要になると考えられ

る。次に、地理院地図により把握できない場合に備え、

Google マップにより「墓地」「寺院」の位置を把握する。

　以上を行ったうえで、位置を確認した全ての墓地につ

いて現地調査を実施する。現地調査の目的は、主に面積

の把握である。合わせて、墓地の変更、廃止を行ってい

る墓地について把握すること、実際に墓地として使用さ

れている面積を把握することである。

　以上より、前橋市の墓地台帳を基本とし、地理院地図、

Google マップで得られた墓地の位置を追加する。以上を

整理し、墓地立地データベースを作成する。図 1 の調査

フローに示したように、墓地の変更や廃止についても把

握が可能であり、少子・高齢社会における墓地需要の変

化に関する検討に活用できる可能性がある。

3.  墓地立地把握の実際

　2 章において検討した墓地立地の調査フローに基づき、

群馬県前橋市を対象に墓地立地データベースの作成を試

みる。なお、本研究で示す把握方法では、地元住民や周

辺に居住する者によりかねてから設置されてきた集落墓

地、共同墓地、共有墓地、個人墓地は把握できないため、

今後の研究課題として整理することとする。

3.1  墓地台帳の入手

　研究者、法人が墓地台帳を入手することを想定し、前

橋工科大学地域・交通計画研究室から前橋市に対し行政

情報公開請求を行った。行政情報公開請求は個人または

法人を問わず請求できる。情報請求項目を表 2 に示した。

請求前に協議した結果、電子データで提供される項目と

して、経営者は自治体（前橋市）と宗教法人に限定され

た。宗教法人が経営する墓地には、寺院墓地と法人墓地

が含まれている。寺院墓地とは、信者・檀家のための墓

地であり、多くは境内地、境内隣地等に存する墓地である。

法人墓地は、寺院等の宗教法人または公益法人等が経営

する墓地であり、石材店等によるバックアップを受け設

置される事業型墓地もこれに含まれる。

　対象期間は、墓埋法の施行以降の 1948 年から 2018 年

の戦後 70 年間とした。公開されたデータは、表 3 に示

図 1：墓地立地の調査フロー

「墓地、火葬場等の許可等」の

申請許可情報による「墓地台帳」

〈位置、面積〉

墓地現地調査

・変更、廃止の確認

・利用されている範囲の計測

墓地カルテ・データベースの作成

国土地理院「地理院地図」による

墓地、寺院情報（墓地台帳で把握

できていない墓地）〈位置〉

Google マップによる墓地、寺院
情報（墓地台帳、地理院地図で把

握できていない墓地）〈位置〉

追加

追加

表 1：「墓地、火葬場等の許可等」申請時に提出する経営

計画書の項目

出典：前橋市墓地、埋葬等に関する法律施行細則。

（1）次に掲げる事項（以下「基本的事項」という。）を具体的

に記載した経営計画書

ア　墓地等の設置の趣旨及び目的

イ　墓地等の名称

ウ　墓地等の所在地、地目及び面積

エ　墓地にあっては、墳墓を配置する区域、区画数、駐

車場の駐車台数及び埋葬の有無

（オ～ク略）

表 2：墓地台帳の情報公開請求の項目

（1）区分：新規、廃止、変更（増設・移転）

（2）経営者名

（3）墓地名称

（4）墓地所在地

（5）面積

（6）許可年月日
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すように、131 件であった。なお、Google マップにより、

約 20 件の共同墓地が検索されたが、掲載基準が不明確で

あること、漏れがある可能性があることから、本研究に

おいては対象としないこととした。

　これらデータをデータベースとして利用するために、

次の編集を行った。経営者名について、所在地から同一

者と判断できるデータは表記の統一、申請の年次が古い

データについて面積を尺貫法（歩、畝、反、町等）から

平方メートルの単位に換算、許可年月日について元号年

から西暦年に変更である。さらに、申請区分の廃止、変

更（増設・移転）に基づき、年毎の面積を算出した。なお、

前橋市は市町村合併を行ってきたが、現前橋市域（2018 年）

の情報を得られていることを確認した。

3.2  地理院地図による情報

　国土地理院の地理院地図により、現前橋市域を対象に、

地図記号「墓地」「寺院」を検索する。その結果、99 件の

墓地、寺院が抽出され、座標を記録した。「寺院」で検索

されたものについては、墓地が併設されていない場合も

あるため、現地調査により確認することとする。

3.3  Google マップによる情報

　Google マップは Google 社が提供するウェブマッピング

システムである。現前橋市域を対象に、キーワード「墓地」

「寺院」で検索する。その結果、105 件の墓地、寺院が抽

出され、名称、座標を記録した。「寺院」で検索されたも

のについては、墓地が併設されていない場合もあるため、

現地調査により確認する。

3.4  墓地現地調査の実施

　墓地台帳により得られた 2018 年現在の墓地情報に、地

理院地図と Google マップによる情報を追加した結果、重

複を除き 119 件の墓地情報が得られた。この情報に関し、

現地調査を実施する。調査方法は表 4 に示した。

　現地調査の目的は次の 2 つである。

• 墓地台帳による立地情報（位置）を確認する。合わせて、

面積を確認するため、墓地境界を図上に記録する。

• 地理院地図、Google マップによる立地情報（位置）を

確認する。合わせて、面積を計測するため、墓地境界

を図上に記録する。なお、地理院地図、Google マップ

により「寺院」として抽出されたが、墓地を併設して

いない寺院については、Google マップの航空地図によ

り確認し、調査対象から除外した。

3.5  墓地カルテ・データベースの作成

　墓地台帳の情報、墓地現地調査の結果より、全ての墓

地についてカルテを作成した。作成したカルテの一例を

図 2 に示した。カルテの記載項目は、1. 墓地の概要（名称、

運営団体、設置許可日、所在地）、2. 現地調査による墓地

の敷地境界（基図には地理院地図の航空地図を使用）、3. 
地理院地図による面積・座標の算出結果（面積、座標（面

積重心）、中心地（JR 前橋駅）からの距離、都市計画区域

（市街化区域、市街化区域外）である。

　墓地台帳によるデータ件数は表 3 のように 131 件であ

り、重複等を除外すると墓地数は 51 箇所となった。現地

調査による墓地数は 68 箇所である。以上より、墓地カル

テによる墓地数は合計 119 箇所となった。

　次に、墓地カルテを集約し、墓地データベースを作成

した。墓地面積合計は、513,854 m2 となり、前橋市面積

311.59 km2 の 0.165 % にあたる。

4.  墓地の立地特性

4.1  墓地供給の経年変化

　墓地データベースに基づき、墓地供給の経年変化を分

析する。実態調査により墓地の設置年を把握するため、

現地での情報、聞き取り調査により把握を試みたが困難

であった。また、地理院地図の経年的な航空地図を用い

て把握することも困難であった。そのため、ここでは、

情報公開請求による墓地台帳の設置許可年別に 51 箇所の

墓地を対象とする。

　図 3 に年代別の墓地供給量（箇所）を示した。1948 年、

1949 年には、新規、廃止、変更（増設・移転）の申請は

なかった。前橋市営墓地は 1950 年代、1970 年代、2000
年代に供給され、宗教法人墓地は 1960 年代、1990 年代、

2000 年代に多く供給されている。図 4 には墓地供給量（面

積）を示した。市営墓地の設置された年代に増加しており、

特に 2000 年代に大きく面積が増加しているのは、2001 年

に設置許可を得た前橋市嶺公園墓地の影響である。また、

市営墓地が 1970 年代、1980 年代に面積が減少しているの

は市営亀泉霊園における地盤の不具合により一部廃止・

変更したためである。宗教法人墓地についても廃止・変

更があり、前橋市への聞き取り調査によると、市街化区

域内における土地区画整理事業により区域内の墓地を廃

止し、市営嶺公園墓地に移転したためとのことであった。

なお、ここでの年代は設置・変更の許可年であり、墓地

表 3：情報公開請求によるデータ件数（1948 ～ 2018 年）

申請者 新規 廃止 変更 計

前橋市 3 11 11 25

宗教法人 70 10 26 106

計 73 21 37 131

表 4：墓地現地調査の概要

調査期間 2019 年 12 月

調査項目

（1）名称、運営団体、所在地

（2）敷地境界（寺院、駐車場、緑地を含むものとし、

樹木、塀等で判断する）

（3）敷地境界の写真

調査員
前橋工科大学 地域・交通計画研究室の学生であ

り、2 人 1 組で活動する。

調査物件
調査マニュアル、調査票、画板、カメラ、筆記用

具
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図 3：墓地供給量の推移（箇所）
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図 4：墓地供給量の推移（面積）

の供用年とは差があることに注意が必要である。

　図 5 に墓地数の推移（累計）を示した。宗教法人墓地

は 1950 年代から増加を続けていたが、2000 年代以降、増

加が鈍っている。図 6 に墓地面積の推移（累計）を示した。

2001 年の嶺公園墓地の設置により宗教法人墓地の供給を

上回っていることがわかる。

4.2  墓地の立地特性

　本節では、立地を確認した 119 箇所の墓地について立

地特性を分析する。図 7に墓地立地を示した。前橋駅周辺、

市街化区域・用途地域に立地するとともに、郊外部に立

地している。市営墓地 3 か所は全て非線引き都市計画区
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図 5：墓地数の推移（累計）

図 2：墓地カルテ（一例、全 119 枚）
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図 6：墓地面積の推移（累計）
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前橋市営 宗教法人

域に立地している。市街化区域・用途地域に立地するの

は全て宗教法人墓地である。

　図 8 に前橋駅からの距離帯別の墓地数を示した。市営

墓地は、1 km 以上 5 km 未満に 1 箇所（亀泉霊園）、5 km
以上 10 km 未満に 1 箇所（嶺公園墓地）、10 km 以上に 1
箇所（丸山霊園）が立地する。宗教法人墓地は、前橋駅

からの徒歩圏の 1 km 未満に 8 箇所（宗教法人墓地 116 箇

所のうちの 7 %、以下同）、1 km 以上 5 km 未満に 51 箇所（44 
%）、5 km ～ 10 km 未満に 45 箇所（39 %）、10 km 以上に

12 箇所（10 %）となっている。

　図 9 に前橋駅からの距離帯別の墓地面積を示した。市

営墓地の面積は、5 km 以上 10 km 未満に立地する嶺公園

墓地がほとんどを占める。宗教法人墓地は図 8 の墓地数

と同様の傾向がみられる。

　図 10 に市街化区域内外別の墓地数を示した。市営墓地

3 箇所は図 7 に示したように非線引き都市計画区域の用途

地外に立地する。宗教法人墓地は市街化区域内に 43 箇所

（宗教法人墓地 116 箇所のうちの 37 %、以下同）、市街化

区域外に 73 箇所（63 %）立地する。図 11 には市街地内

外別の墓地面積を示した。市街化区域内には宗教法人墓

地は約 16.2 万 m2（合計の 32 %、以下同）、市街化区域外
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図 8：中心地からの距離帯別の墓地数
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注：都市計画区分は 2019 年時点。
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図 9：中心地からの距離帯別の墓地面積
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には市営墓地が約 15.6 万 m2（30 %）、宗教法人墓地が約

19.6m2（38 %）立地している。

　以上より、前橋市においては市街化区域に宗教法人墓

地（主に寺院墓地）が立地し、郊外部に宗教法人墓地と

市営墓地が立地していることがわかる。

5.  市民意向からみた墓地立地の課題

5.1  墓地立地に関する市民意向

　墓地立地に関する市民意向を把握するため、表 5 に示

す「墓地に関するアンケート調査」のデータを用い分析

する。本稿では、主に墓地立地に関係する調査項目につ

いて示す。

　図 12 に示した墳墓取得の希望をみると、14.2 % の世帯

が取得を希望している。

　墳墓取得希望世帯について、取得の際に重視する点を
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図 11：市街化区域内外別の墓地面積

表 6 に示した。墓地立地に関係する項目をみていくと、

墓地の運営形態（市営墓地、寺院墓地、法人墓地等）を

重視する世帯は 45.7 %、墓地の立地（郊外、市街地、駅

周辺等）を重視する世帯は 43.2 %、墓地への交通手段を

重視する世帯は 16.0 % であった。これらについて希望内

容をみると、墓地運営形態の希望（図 13）については、

市営墓地が 48.1 %、法人墓地が 13.6 %、寺院墓地が 19.8 
% であった。なお、本研究の墓地実態調査においては、

寺院墓地と法人墓地の区別が困難であっため宗教法人墓

地（寺院墓地＋法人墓地）として調査を実施した。

　墓地立地の希望（図 14）については、前橋市の郊外が

61.1 %、前橋市の市街地が 15.4 %、鉄道駅の周辺が 4.3 %
であった。墓地立地の希望別に墓地への希望交通手段に

調査対象 前橋市全域の世帯

抽出方法
2 段階抽出法（市域から 15 町を無作為抽出、各

町から世帯を系統無作為抽出）

調査方法
配布：ポスティング（世帯配布）

回収：郵送

配布期間 2016 年 7 月 26 日（火）～ 29 日（金）

配布数 3,000 票

回収状況 回収数 996 票，回収率 33.2 %

調査内容

（1）世帯属性

（2）墓地（墳墓）の取得希望有無

（3）墓地（墳墓）の取得希望の内容、墓地（墳墓）

の取得状況

調査主体
前橋市建設部公園緑地課，前橋工科大学社会環境

工学科 地域・交通計画研究室

表 5：墓地に関するアンケート調査の概要

図 12：墳墓取得の希望

14.2 83.7

2.1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

希望する

希望しない

無記入

表 6：墳墓取得の際に重視する点（墳墓取得希望世帯）

項目
重視する

（複数回答）

墓地の運営形態（市営墓地、寺院墓地、法人

墓地等）
45.7 %

墳墓の形式（普通墓地、芝生墓地、納骨堂、

合葬墓等）
25.9 %

墓地の立地（郊外、市街地、駅周辺等） 43.2 %

墓地への交通手段（自家用車、公共交等） 16.0 %

墳墓取得の費用 50.0 %

墳墓を継承できるか 16.0 %
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図 13：墓地運営形態の希望（墳墓取得希望世帯）
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ついて図 15 に示した。前橋市の郊外に墓地取得を希望す

る世帯の墓地への希望交通手段は、自家用車 86 %、公共

交通 6 %、徒歩・自転車 6 % である。これに対し、前橋

市の市街地・鉄道駅の周辺に墓地を希望する世帯は、自

家用車を 47 %、公共交通を 17 %、徒歩・自転車を 37 %
希望しており、高齢化による墓参の移動の困難さが上昇

しているためと考えられる。

　墳墓取得を希望しない世帯（墳墓を確保している世帯）

の墓参頻度（図 16）をみると、年 6 回以上が 28.6 %、年

4 ～ 5 回が 32.1 %、年 2 ～ 3 回が 27.5 % であり、年 2 回

以上が 88.2 % となり、少なくとも盆・彼岸等には墓参を

している。

　以上より、市民意向を考慮し、墓地立地と墓参の交通

手段について検討することが必要であると考えられる。
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図 14：墓地立地の希望（墳墓取得希望世帯）
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図 15：墓地立地希望別の交通手段の希望（墳墓取得希望

世帯）

図 16：墓参頻度（墳墓取得希望しない世帯）
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5.2  市営霊園の整備状況

　墳墓取得希望世帯の市営霊園の取得希望が高いことか

ら、ここでは市営霊園の整備状況について整理する。

　市営墓地の整備区画数と空き区画数を表 7 に示した。

合計 13,266 区画であり（前橋市世帯数 136,900、2015 年

国勢調査）、普通墓地、芝生墓地が整備されてきた。3 つ

の市営墓地のうち、丸山霊園はほとんど空き区画はなく、

亀泉霊園は地盤の問題があり募集していない。

　近年、大都市圏の公営霊園においても整備事例がある

壁面式墓地、合葬式墓地、樹林型墓地等の新しい形式の

墓地は、前橋市営墓地においては整備されていなかった。

空き区画の逼迫状況を受け、前橋市は新しい形式の墓地

への市民意向に関するアンケート調査を実施し、樹林墓

地の需要が一定程度存在することを確認し（詳細は、森田・

表 7：前橋市の市営墓地の整備状況（2016 年 4 月 1 日現在）

注：※年平均返還数／ 2005 ～ 2015 年度の 11 年間の平均。

名称 区画数 空き区画数
年平均

返還区画数※

嶺公園墓地 9,842 292 17.0

亀泉霊園 3,060 144 6.9

丸山霊園 364 3 0.2

合計 13,266 439 24.1

図 17：市営嶺公園墓地の樹林墓地（2021 年 3 月撮影）
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塚田， 2017）、嶺公園墓地に樹林墓地を整備することとし

た。2021 年度から募集を開始し、年に 100 基の募集に対

し 2 倍以上の応募があった。森田・塚田の研究によると

募集開始年に 65 基の需要を見込んでいたが、実際に整備

された樹林墓地を見学することにより応募が増加したも

のと考えられる。

6.  おわりに

6.1  市民意向からみた墓地立地の課題

　本研究で分析した墓地立地特性と墓地立地に関する市

民意向から、墓地政策に関する課題を 2 点明らかにした。

　1 つめは、墓地立地に関する課題である。2 章で墓地立

地把握方法を提案し、3 章では前橋市を対象地域とし墓地

立地のデータベースを作成し、4 章で墓地立地特性を分析

した。その結果、地方都市である前橋市の墓地は、前橋

駅周辺、市街化区域・用途地域に立地するとともに、郊

外部に立地していることが明らかになった。5 章のアン

ケート調査の市民意向によると、墳墓取得希望世帯は、

市営墓地の希望、郊外墓地の希望が多いため、今後も持

続可能な市営霊園の提供が必要である。一方、宗教法人

の設置する墓地（寺院墓地、法人墓地）の希望、市街地

や鉄道駅周辺に立地する墓地の希望もあり、高齢社会を

踏まえた墓地政策の検討が必要である。

　2 つめは墓参の交通手段に関する課題である。5 章のア

ンケート調査の市民意向によると、前橋市の郊外に墓地

取得を希望する世帯の墓地への希望交通手段は自家用車

が多く、市街地・鉄道駅の周辺に墓地を希望する世帯は、

自家用車に加え、公共交通、徒歩・自転車の希望もみら

れる。これは、高齢化による墓参の移動の困難さが上昇

しているためと考えられる。前橋市の嶺公園墓地にはバ

ス路線が整備されており、盆・彼岸の時期には臨時便が

運行されているものの、一方では自家用車の道路渋滞や

駐車場の待ち行列が発生している。本研究の分析結果を

もとに前橋市職員と本稿著者でディスカッションをした

ところ、市営墓地の交通対策の必要性を認識していると

のことであった。以上より、高齢化のさらなる進行に備え、

墓地への移動手段の確保が課題である。また、民間事業

者による「お墓参り代行」「リモート墓参り」等のサービ

スも始まっており、社会動向を踏まえた検討が必要であ

る。

6.2  今後の研究課題

　本研究を通じた墓地立地の把握に関する研究課題を 3
点整理する。

　1 つめは、本研究で把握できなかった墓地の立地に関

する課題である。墓埋法施行の以前の「みなし墓地」は、

寺院墓地が多くを占めると考えられ、現地調査により把

握できるものと考えられる。しかし、墓地台帳、Google
マップに掲載されていない集落墓地、共同墓地、共有墓地、

個人墓地は把握できないため、把握方法の検討が必要で

ある。これら墓地の立地を把握することにより、墓地政

策において検討すべき課題であるかが明らかになると考

えられる。

　2 つめは、墳墓の返還や「墓じまい」に関する課題である。

市営霊園では墳墓の返還や無縁墓地（墳墓）が増加して

いる。また、集落墓地、共同墓地、共有墓地、個人墓地

については承継者がいないなどの理由で、民間企業によ

る「墓じまい」が増加していると予想される。墓地の変更・

廃止については墓地台帳で把握できるが、墳墓の返還や

「墓じまい」の実態を把握し、墓地政策において検討すべ

きかを明らかにする必要がある。

　3 つめは墓地の詳細情報の把握に関する課題である。本

研究の調査では、寺院墓地・法人墓地の区画数、墓地の

形式について把握できなかった。また、寺院墓地・法人

墓地の一部について設置許可年は把握できたが、供用年

は把握できなかった。これらは、墓地政策を検討する際

に重要な情報であるため、調査方法について検討する必

要がある。
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Abstract
The subject of this study is Maebashi City, Gunma Prefecture, 
which is a local city where the supply and demand of public 
graveyards has been tight in recent years. The purpose of this 
study is to examine the method of grasping the location of the 
graveyard and to clarify the issues of graveyard policy of local 
governments from the relationship between the characteristics 
of graveyard locations and the intention of the citizens. There is 
no statistical information on the location of the graveyard, but it 
is important information when considering graveyard adminis-
tration. First, based on the graveyard ledger, we set a method to 
add the location of the graveyard obtained from the map created 
by the government and Google Maps. Based on this method, a 
field survey of the graveyard was conducted, and it was found 
that it was located on the area around Maebashi Station, in the 
urbanized area, and in the suburbs. According to a questionnaire 
survey on graveyards for citizens, households wishing to acquire 
tombs want to acquire them in suburban municipal graveyards, 
so it is necessary to continue to provide sustainable municipal 
cemeteries. In addition, some households who wish to have 
a tomb prefer public transportation, walking, or bicycle as a 
means of transportation to visit the graveyard, so it is necessary 
to consider means of transportation other than automobiles.
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